
平
成
二
十
四
年
七
月
四
日
提
出

質

問

第

三

二

六

号

沖
縄
本
島
北
部
（
や
ん
ば
る
地
域
）
に
お
け
る
マ
ン
グ
ー
ス
防
除
事
業
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

照

屋

寛

徳
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沖
縄
本
島
北
部
（
や
ん
ば
る
地
域
）
に
お
け
る
マ
ン
グ
ー
ス
防
除
事
業
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

い
つ
頃
だ
っ
た
か
、
「
ハ
ブ
と
マ
ン
グ
ー
ス
の
決
闘
シ
ョ
ー
」
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
た
し
か
、
恩
納
村
の
観
光
施
設
「
琉

球
村
」
で
の
こ
と
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

マ
ン
グ
ー
ス
が
ハ
ブ
退
治
の
目
的
で
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
他
方
、
マ
ン
グ
ー
ス
が
沖
縄
本
島
北
部
（
以

下
、
や
ん
ば
る
地
域
と
い
う
）
で
は
ヤ
ン
バ
ル
ク
イ
ナ
、
奄
美
大
島
で
は
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
や
ア
マ
ミ
ト
ゲ
ネ
ズ
ミ
等
の

希
少
な
動
物
を
捕
食
し
て
い
る
現
実
が
あ
る
。

マ
ン
グ
ー
ス
の
根
絶
は
、
世
界
自
然
遺
産
の
候
補
地
と
な
っ
て
い
る
や
ん
ば
る
地
域
、
奄
美
大
島
の
豊
か
な
生
態
系
の
回

復
、
保
全
の
た
め
に
不
可
欠
だ
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ン
グ
ー
ス
防
除
事
業
を
は
じ
め
と
す
る
「
特
定
外
来
生
物
防
除
等
推
進
事

業
」
は
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
、
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

政
府
は
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
の
過
去
五
年
間
、
マ
ン
グ
ー
ス
防
除
事
業
に
ど
れ
だ
け
の
予
算
を
計
上

し
て
い
る
の
か
。
年
度
毎
に
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
か
か
る
予
算
の
推
移
に
対
す
る
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

や
ん
ば
る
地
域
に
お
け
る
マ
ン
グ
ー
ス
防
除
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
年
度
毎
の

一



捕
獲
頭
数
お
よ
び
捕
獲
効
率
（
一
、
〇
〇
〇
わ
な
日
当
た
り
の
捕
獲
数
）
を
環
境
省
、
沖
縄
県
、
在
沖
米
海
兵
隊
の
別
に
明

ら
か
に
し
た
う
え
で
、
係
る
捕
獲
頭
数
、
捕
獲
効
率
の
推
移
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

政
府
が
マ
ン
グ
ー
ス
防
除
事
業
を
開
始
し
た
の
は
い
つ
か
ら
か
、
事
業
開
始
時
点
に
政
府
が
把
握
し
て
い
た
や
ん
ば
る
地

域
に
お
け
る
マ
ン
グ
ー
ス
の
推
定
個
体
数
と
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
政
府
が
把
握
し
て
い
る
直
近
の
マ
ン

グ
ー
ス
の
推
定
個
体
数
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
係
る
個
体
数
の
推
移
に
対
す
る
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

な
お
、
同
地
域
に
お
け
る
推
定
個
体
数
を
統
計
的
に
把
握
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

四

政
府
は
、
平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て
「
特
定
外
来
生
物
防
除
等
推
進
事
業
」
に
約
三
億
二
、
五
〇
〇
万
円
の
予
算
を
計

上
し
て
い
る
。
一
方
で
、
や
ん
ば
る
地
域
に
お
け
る
環
境
省
委
託
作
業
員
の
マ
ン
グ
ー
ス
捕
獲
数
の
一
人
当
た
り
の
平
均
が

平
成
二
十
三
年
度
の
一
年
間
で
わ
ず
か
一
匹
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
政
府
版
事
業
仕
分
け
、
環
境
省
・
平
成
二
十
四
年
度
「
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
」
公
開
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
「
特

定
外
来
生
物
防
除
等
推
進
事
業
」
が
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
同
「
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
」
で
は
、
評
価
者
か
ら
マ

ン
グ
ー
ス
防
除
事
業
に
つ
い
て
「
個
体
数
が
減
っ
た
の
に
固
定
費
の
支
払
い
は
非
効
率
的
」
と
の
指
摘
や
「
一
旦
や
め
て
報

二



奨
金
制
度
に
切
り
替
え
る
べ
き
だ
」
と
の
提
案
、
「
絶
滅
可
能
（
種
の
保
存
が
不
能
）
と
予
測
で
き
る
個
体
数
を
目
標
と
し

て
掲
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
等
の
意
見
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

私
は
、
ヤ
ン
バ
ル
ク
イ
ナ
等
を
襲
う
マ
ン
グ
ー
ス
の
捕
獲
を
目
的
と
す
る
事
業
は
、
今
後
も
継
続
実
施
さ
れ
る
べ
き
と
の

立
場
で
あ
る
が
、
政
府
は
い
か
な
る
見
解
か
。
係
る
環
境
省
「
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
」
を
踏
ま
え
て
、
態
度
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

五

マ
ン
グ
ー
ス
は
や
ん
ば
る
地
域
に
限
ら
ず
、
沖
縄
本
島
全
域
に
生
息
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ン
グ
ー
ス
被
害
根
絶

の
た
め
に
は
、
沖
縄
本
島
全
域
に
お
け
る
マ
ン
グ
ー
ス
駆
除
が
必
要
で
あ
る
。

本
年
度
か
ら
創
設
さ
れ
た
「
沖
縄
振
興
特
別
推
進
交
付
金
」
（
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
一
括
交
付
金
）
を
活
用
し
、
沖
縄
県
あ

る
い
は
県
内
各
市
町
村
が
独
自
に
マ
ン
グ
ー
ス
駆
除
事
業
を
展
開
す
れ
ば
、
被
害
根
絶
に
向
け
て
大
き
く
前
進
す
る
と
考
え

る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
か
か
る
趣
旨
の
事
業
は
「
沖
縄
振
興
特
別
推
進
交
付
金
交
付
要
綱
」
（
平
成
二
十
四
年
四
月
十
九
日

府
政
沖
第

一
四
九
号
）
第
三
条
に
定
め
る
「
交
付
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
等
」
に
該
当
す
る
か
否
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

三



な
お
、
該
当
し
な
い
と
の
政
府
見
解
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


